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＜今回の相談事例＞ 

携帯電話のＳＭＳ（ショートメッセージサービス）に「海外宝くじ 

１０億円に当選しました！」とメッセージが届き、内容を確認してみ 

ると、「日本の宝くじ協会が協賛。すぐに受け取り手続きをするため、 

配送手数料をこちらの口座に送金してください。」と書かれていた。申 

し込んだ覚えはないのだが、間違いメールだろうか。 （６０代女性） 

                                                     
【アドバイス】 

●宝くじに当選したと思わせ、手数料をだまし取る手口です。 
申込みや購入をしていない宝くじに当選することは絶対にありません。これは、手数

料と称してお金をだまし取る手口です。また、日本国内で海外宝くじを買うだけでも

違法となる可能性がありますので、絶対に申込みや購入をしてはいけません。 

●身に覚えのないメッセージやメールは無視しましょう。 
今回の相談のように、身に覚えのないメッセージやメールが届いたという相談が多く

寄せられています。このような場合は、絶対に連絡をしてはいけません。連絡をして

しまうと、個人情報が漏れてしまい、他の業者からも迷惑メールなどが届く可能性が

あります。また、メッセージやメールが頻繁に届く場合は相手からの受信を拒否する

などの対策をとりましょう。 

●少しでも不安に感じたら、すぐに消費生活センターに相談してください！ 
 

 

        ニセ電話詐欺に要注意！ 

戸 畑【ウェルとばた７Ｆ】           ☎８６１－０９９９ 

門 司【門司区役所東棟１Ｆ】        ☎３３１－８３８３ 

小倉北【小倉北区役所西棟１Ｆ】         ☎５８２－４５００ 

小倉南【小倉南区役所３Ｆ】           ☎９５１－３６１０ 

若 松【若松区役所２Ｆ】            ☎７６１－５５１１ 

八幡東【八幡東区役所本館２Ｆ】         ☎６７１－３３７０ 

八幡西【八幡西区役所コムシティ４Ｆ】   ☎６４１－９７８２ 

消費者ホットライン ☎１８８
 いやや！

（あなたの地域の消費生活センターにつながります） 
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